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      １   国土利用計画法のあらまし           

 

 

◎   こ の 法 律 の ね ら い  

  国 土 利 用 計 画 法 は 、総 合 的 で 計 画 的 な 国 土 の 利 用 を 図 る こ と を 目 的 と

し た も の で 、 土 地 対 策 の 要 と な る 法 律 で す 。  

 

◎   こ の 法 律 の 柱  

①   国 土 の 計 画 的 な 利 用 を 図 る た め 、 そ の 基 本 と な る 国 土 利 用 計 画 を  

定 め る と と も に 、 こ の 国 土 利 用 計 画 に 基 づ い て 望 ま し い 土 地 利 用 を  

進 め る も と と な る 土 地 利 用 基 本 計 画 を 定 め る こ と 。  

②  適 正 で 合 理 的 な 土 地 利 用 の 確 保 と 地 価 高 騰 の 防 止 を 図 る た め 、 土  

地 の 取 引 を 規 制 す る こ と 。  

③  活 用 さ れ て い な い 土 地 を 公 共 福 祉 優 先 の 立 場 か ら 積 極 的 に 活 用 す

る こ と 。  

 

◎   こ の 法 律 の 体 系 図  
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国 土 利 用 計 画  

土 地 利 用 基 本 計 画  

土 地 取 引 の 規 制  

遊 休 土 地 に 関 す る 措 置  

土 地 取 引 の 届 出 制  

全 国 計 画 － 県 計 画 － 市 町 村 計 画  

５ 地 域 区 分  
（ 都 市 ､農 業 ､森 林 ､自 然 公 園 ､自 然 保 全 ）  

土 地 利 用 の 調 整 等 に 関 す る 事 項  

土 地 取 引 の 許 可 制  

《 こ の「 し お り 」は 、こ の 届 出 制  

に つ い て ま と め た も の で す 》 

①  

③  

②  
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   ２   土地取引規制制度         

 

◎   土 地 取 引 規 制 制 度 の 目 的  

土 地 の 投 機 的 取 引 及 び 地 価 の 高 騰 が 国 民 生 活 に 及 ぼ す 弊 害 を 除 去 す る

と と も に 、 適 正 か つ 合 理 的 な 土 地 利 用 の 確 保 を 図 る た め に 設 け ら れ た も

の で 、 許 可 制 と 届 出 制 に 分 け ら れ て い ま す 。  

 

◎  許 可 制 と は  

許 可 制 が 適 用 さ れ る 地 域 は 、 投 機 的 土 地 取 引 が 相 当 範 囲 に わ た り 集 中

し て 行 わ れ た り 、 行 わ れ る お そ れ が あ る と と も に 、 地 価 が 急 激 に 上 昇 し

た り 、 上 昇 す る お そ れ が あ る 地 域 で 、 知 事 が 規 制 区 域 と し て 指 定 し た 地

域 で す 。  

規 制 区 域 内 に お い て 土 地 取 引 を し よ う と す る と き は 、 面 積 の 大 小 に か

か わ ら ず 、 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な り ま せ ん 。  

令 和 ７ 年 現 在 ま で 、 全 国 で 規 制 区 域 に 指 定 さ れ た 区 域 は あ り ま せ ん 。  

 

◎  届 出 制 と は  

規 制 区 域 以 外 の 地 域 に お い て 一 定 基 準 面 積 以 上 の 土 地 の 取 引 を す る と

き は 、 原 則 と し て 、 契 約  （ 予 約 を 含 む ）  締 結 日 か ら ２ 週 間 以 内 に 、 取

引 価 格 や 利 用 目 的 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な り ま せ ん (事 後 届 出 制 )。  

た だ し 、 注 視 区 域 又 は 監 視 区 域 （ ３ 頁 参 照 ） 内 に お い て 、  土 地 の 取  

引 を す る 場 合 に は 、契 約 締 結 の ６ 週 間 以 上 前 に 届 出 が 必 要 と な り ま す（ 事

前 届 出 制 ） 。  

○  届 出 を 要 す る の は 、 次 の 四 つ の 要 件 に あ て は ま る 土 地 取 引 で す 。   

・ 取 引 面 積 が 、 法 で 定 め ら れ た 基 準 面 積 以 上 で あ る こ と 。 → ５ 頁 参 照  

・ 土 地 に 関 す る 所 有 権 な ど の 移 転 ・ 設 定 で あ る こ と 。 → ６ 頁 参 照  

・ 対 価 の 授 受 が 伴 う も の で あ る こ と 。 → ６ 頁 参 照  

・ 契 約 に よ り 行 わ れ る も の で あ る こ と 。 → ６ 頁 参 照  
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○   事 前 確 認 制 （ 事 前 届 出 制 の 例 外 措 置 ）  

注 視 区 域 又 は 監 視 区 域 内 に お い て 、 住 宅 地 等 を 分 譲 す る 場 合 に は 、  

あ ら か じ め 分 譲 予 定 価 格 に つ い て 知 事 の 確 認 を 受 け る こ と に よ り 、 届 出

義 務 が 免 除 さ れ る 制 度 が 設 け ら れ て い ま す 。 詳 し く は 、 1 3頁 以 下 を ご 覧

く だ さ い 。  

 

◎  注 視 区 域 及 び 監 視 区 域 制 度 と は  

（ １ ） 注 視 区 域 制 度  

 ①  指 定 区 域  

知 事 は 、地 価 が 一 定 の 期 間 内 に 社 会 的 経 済 的 事 情 の 変 動 に 照 ら し て 相

当 な 程 度 を 超 え て 上 昇 し 、又 は 上 昇 す る お そ れ が あ り 、こ れ に よ っ て 適

正 か つ 合 理 的 な 土 地 利 用 の 確 保 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら

れ る 区 域 を 、 注 視 区 域 に 指 定 す る こ と が で き ま す 。  

 ②  指 定 期 間  

知 事 が ５ 年 以 内 の 期 間 で 定 め ま す 。  

 

（ ２ ） 監 視 区 域 制 度  

 ①  指 定 区 域  

知 事 は 、 地 価 の 急 激 な 上 昇 又 は そ の お そ れ が あ り 、 こ れ に よ っ て 適

正 か つ 合 理 的 な 土 地 利 用 の 確 保 が 困 難 と な る お そ れ が あ る と 認 め ら れ

る 区 域 を 、 監 視 区 域 に 指 定 す る こ と が き ま す 。  

 ②  指 定 期 間  

知 事 が ５ 年 以 内 の 期 間 で 定 め ま す 。  

 ③  届 出 面 積 基 準 の 引 き 下 げ  

知 事 は 、 監 視 区 域 を 指 定 す る 場 合 、 当 該 区 域 に お け る 土 地 取 引 の 届

出 を 要 す る 面 積 の 基 準 を 規 則 で 引 き 下 げ る こ と が で き ま す 。  

 

（ ３ ） 本 県 の 指 定 状 況  

現 在 、 富 山 県 内 に 注 視 区 域 及 び 監 視 区 域 の 指 定 は あ り ま せ ん 。  
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（ ４ ） 注 視 区 域 及 び 監 視 区 域 指 定 の し く み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富 山 県 知 事  

土 地 取 引 規 制 基 礎 調 査  
・ 概 況 調 査 
・ 地 域 別 調 査 
・ 特 別 詳 細 調 査 

土 地 利 用 審 査 会  
及 び  

関 係 市 町 村 長  

指 定 の 公 告  

地 価 動 向 ・ 土 地 取 引 状 況 等 の 調 査  

（ 意 見 ）  

関 係 市 町 村 長  

周 知 措 置  

国 土 交 通 大 臣  

・  注 視 区 域 詳 細 調 査  
・  監 視 区 域 詳 細 調 査  

（ 通 知 ）  

（ 報 告 ）  
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    ３ 届出を要する土地の面積（基準面積）      

    次 の 基 準 面 積 以 上 の 一 団 の 土 地 に つ い て 取 引 を す る 場 合 に は 、 届 出 が

必 要 で す 。  

 事 後 届 出 制  
事 前 届 出 制  

注 視区 域 内  監 視区 域 内  

面 積 要 件  

 市 街 化 区 域 ･････････････   2,000㎡ 以上  

 そ の 他 の 都市 計 画 区域 ･･･  5,000㎡ 以上  

 都 市 計 画 区域 外 ･････････ 10,000㎡ 以上  

知 事が 規 則 で  

定 める 面 積 以 上  

一 団 の 土 地  買 い の 一 団  買 い の 一 団  ・  売 り の 一 団  

◎   一 団 の 土 地 と は  

    土 地 の 利 用 上 、 現 に 一 体 の 土 地 を 構 成 し 、 又 は 一 体 と し て の 利 用 が 可

能 な ひ と ま と ま り の 土 地 (物 理 的 一 体 性 の あ る 土 地 )で 、 当 事 者 の 一 方 又

は 双 方 が 一 連 の 計 画 の も と に 取 引 を し よ う と す る 土 地 （ 計 画 的 一 貫 性 の

あ る 土 地 ） を い い ま す 。  

    ま た 、 次 の 例 の よ う に 、 一 つ 一 つ の 取 引 面 積 は 小 さ く て も 、 一 団 の 土

地 と し て 基 準 面 積 以 上 に な る 場 合 は 、 そ れ ぞ れ の 契 約 に つ い て 届 出 が 必

要 で す 。  

 

 

 

 

（ 注 ） い ず れ の 例 も 、 市 街 化 区 域 内 の 取 引 を 想 定 し て い ま す 。  

・都市計画区域  ･･ 一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要が  

                     あるとして、都市計画法に基づき指定した区域をいいます。  

・市街化区域  ････ 都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域及  

                     び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区  

                     域として都市計画法に基づき指定した区域をいいます。  

・市町村別の指定状況  ･･･ 17頁の一覧表を参照してください。  

 

A 所有の農地（  500 ㎡）  

B 所有の農地（ 1,000 ㎡） 

C 所有の農地（  800 ㎡）  

D 
 

分譲業者へ  
 

(2,300 ㎡ )  

買 い の 一 団 の 例  

乙 社 へ （ 1 , 5 0 0 ㎡ ）  

丙 社 へ （   6 0 0 ㎡ ）  

丁 社 へ （   9 0 0 ㎡ ）  

甲所有  
 

工場敷地  
 

(3,000 ㎡ )  

売 り の 一 団 の 例  
（注視区域又は監視区域のみ）  
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  ４ 届出を要する土地取引（土地売買等の契約）   

  届 出 は ､土 地 に 関 す る 所 有 権 、地 上 権 、賃 借 権 又 は こ れ ら の 権 利 の 取 得

を 目 的 と す る 権 利 の 移 転 ・ 設 定 が 、 対 価 を 伴 う 契 約 (予 約 を 含 む )に よ り

行 わ れ る 場 合 に 必 要 と な り ま す 。  

   こ れ に あ て は ま る 土 地 取 引 を 、 土 地 売 買 等 の 契 約 と よ ん で い ま す 。  

土 地 売 買 等 の 契 約 の 要 件 該 当 性  

権利移転の形態（原因）  
土地売買等  
の契約の  

要件該当性  

権  
利  

対  
価  

契  
約  

備   考  

１  地役権、永小作権、抵当権、不動産質権の移転  
  又は設定  
  １-２ 空中又は地下の区分地上権の移転又は設定  
  １-３ 抵当権消滅請求、代価弁済  
  １-４ 工場財団等の移転  
２  贈与、負担付贈与 (※ )、財産分与、合意解除、信

託の引受及び終了  
３  形成権の行使  
  ３-２  予約完結権の行使  
  ３-３  買戻権の行使  
  ３-４  解除  
４  交換分合（土地改良）  
５  相続、法人の合併・分割、遺産の分割、遺贈、

負担付遺贈、包括遺贈  
  ５-２  時効  
  ５-３  土地収用  
  ５-４  換地処分（土地改良、区画整理）  
  ５-５  権利変換（都市再開発）  
  ５-６  共有持分の放棄  
６  売買契約、売買予約、入札  
  ６-２  保留地処分（区画整理）  
  ６-３  共有持分の譲渡  
  ６-４  営業譲渡  
７  譲渡担保  
８  代物弁済、代物弁済予約  
９  交換  
10  形成権の譲渡  
  10-２  予約完結権の譲渡  
  10-３  買戻権の譲渡  
11 信託受益権の譲渡 

 11-２ 地位譲渡 

 11-３ 第三者のためにする契約 

12  停止条件付、解除条件付契約  
13  滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競  
  売(その例による競売を含む)、企業担保権の実行  
  13-２  民事調停、家事審判、裁判上の和解  

× 
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形成権  

  の行使  
  である  
   

 
 
 
原始  
取得  
権利の  

移転なし  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         ※ 経 済 的 価 値 を 有 し な い 負 担 の 場 合  

（注）  １   左欄の○印は、土地売買等の契約に該当するもの  

２   左欄の×印は、土地売買等の契約に該当しないもの  
          ３ 左欄の△印は、土地売買等の契約に該当するが、法又は令により適用除外とされているもの  

４ 信託受益権の譲渡については、その契約の内容によって、土地売買等の契約に該当するか否かが判

断されます。          
５   適用除外はこのほかにもありますので､詳しくは７頁をご覧ください。  
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      ５  届出を要しないもの（適用除外）       

   

規 制 区 域 内 の 土 地 取 引 や 事 前 確 認 を 受 け た 宅 地 分 譲 は 届 出 を 要 し ま せ ん 。

こ れ ら の ほ か 、 次 の よ う な 土 地 取 引 は 適 用 除 外 と さ れ て い ま す 。  

 

適 用 除 外 と さ れ て い る も の  

・ 民 事 調 停 法 に よ る 調 停 に 基 づ く 場 合  

・ 当 事 者 の 一 方 又 は 双 方 が 国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 次 の 法 人 で あ る 場 合  

① 港 務 局                           ⑥ (独 )都 市 再 生 機 構  

② (独 )水 資 源 機 構               ⑦ (独 )中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構  

③ (独 )鉄 道 建 設 ・ 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構  ⑧ 地 方 住 宅 供 給 公 社   

④ 日 本 勤 労 者 住 宅 協 会  ⑨ (独 )空 港 周 辺 整 備 機 構  

⑤ 地 方 道 路 公 社  ⑩ 土 地 開 発 公 社  

                    

・ 民 事 訴 訟 法 に よ る 和 解 で あ る 場 合  

・ 預 金 保 険 法 第 ５ 章 若 し く は 第 7 章 の ２ 、農 水 産 業 協 同 組 合 貯 金 保 険 法

第 ６ 章 、 保 険 業 法 第 ２ 編 第 10 章 第 ２ 節 、 金 融 機 関 等 の 更 生 手 続 の 特

例 等 に 関 す る 法 律 、 金 融 機 能 の 再 生 の た め の 緊 急 措 置 に 関 す る 法 律 、

民 事 再 生 法 、農 水 産 業 協 同 組 合 の 再 生 手 続 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 、外

国 倒 産 処 理 手 続 き の 承 認 援 助 に 関 す る 法 律 、会 社 更 生 法 、破 産 法 又 は

会 社 法 第 ２ 編 第 ９ 章 若 し く は 第 ３ 編 第 ８ 章 の 規 定 に 基 づ く 手 続 に お

い て 裁 判 所 の 許 可 を 得 て 行 わ れ る 場 合  

・ 公 有 水 面 埋 立 法 第 27 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け る こ と を 要 す る 場 合  

・ 家 事 事 件 手 続 法 に よ る 調 停 に 基 づ く 場 合  

・土 地 収 用 法 第 15 条 の ２ の あ っ せ ん に 基 づ く 場 合 又 は 同 法 50 条 の 規 定  

に よ る 和 解 で あ る 場 合  

・ 農 地 法 第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け る こ と を 要 す る 場 合（ 同 項 各 号 に 掲

げ る 場 合 の う ち 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 場 合 を 含 む 。）  
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        ６   届出をしなかったら････         

◎   罰 則  

    土 地 売 買 等 の 契 約 を し て か ら ２ 週 間 以 内 に 届 出 を し な か っ た り 、 注  

視 区 域 又 は 監 視 区 域 内 で 届 出 を し な い で 契 約 を 締 結 し た 場 合 、 あ る い  

は 偽 り の 届 出 を す る と 、 ６ か 月 以 下 の 拘 禁 刑 又 は １ ０ ０ 万 円 以 下 の 罰 金  

に 処 せ ら れ る こ と が あ り ま す 。  

 

・ 新 住 宅 市 街 地 開 発 法 第 30 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 法 及 び 同 法 第 22 条

第 １ 項 の 認 可 を 受 け 、 又 は 同 条 第 ２ 項 の 同 意 を 得 た 処 分 計 画 に 従 っ て

造 成 施 設 等 を 処 分 す る 場 合  

・ 新 都 市 基 盤 整 備 法 第 48 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 法 及 び 同 法 第 45 条 第

1 項 の 同 意 を 得 た 処 分 計 画 に 従 っ て 施 設 用 地 を 処 分 す る 場 合  

・ 滞 納 処 分 、 強 制 執 行 、 担 保 権 の 実 行 と し て の 競 売 （ そ の 例 に よ る 競 売

を 含 む 。） 又 は 企 業 担 保 権 の 実 行 に よ り 換 価 す る 場 合  

・ 非 常 災 害 に 際 し 必 要 な 応 急 措 置 を 講 ず る た め に 行 わ れ る 場 合 （ 当 該 土

地 が 所 在 す る 市 町 村 の 長 の 認 定 を 受 け て い る 場 合 に 限 る 。）  

・ 国 土 利 用 計 画 法 第 32 条 の 規 定 に よ り 遊 休 土 地 を 買 い 取 る 場 合  

・ 土 地 収 用 法 第 26 条 第 １ 項 （ 同 法 第 138 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。）の 規 定 に よ る 事 業 の 認 定 の 告 示（ 都 市 計 画 法 そ の 他 の 法 律

の 規 定 に よ り 事 業 の 認 定 の 告 示 と み な さ れ る も の を 含 む 。）に 係 る 事 業

の 用 に 供 さ れ る 土 地 に 関 す る 権 利 に つ い て 移 転 又 は 設 定 が 行 わ れ る 場

合  

・ 森 林 法 第 50 条 第 １ 項 に 規 定 す る 使 用 権 が 設 定 さ れ て い る 土 地 に つ い

て 同 法 第 55 条 第 1 項 の 協 議 に 基 づ き そ の 所 有 権 の 移 転 が 行 わ れ る 場 合  

・ 都 市 計 画 法 第 55 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 土 地 の 買 取 り の 申 出 の 相 手 方

と し て 公 告 さ れ た 者 が 同 法 第 56 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 土 地 を 買 い 取

る 場 合  

・ 都 市 計 画 法 第 5 8 条 の 10 の 規 定 に よ り 遊 休 土 地 を 買 い 取 る 場 合  
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   ７ 届出は契約後２週間以内（事後届出制）     

◎   届 出 は 誰 が ､い つ 、 ど こ へ  

    事 後 届 出 制 で は ､土 地 の 権 利 取 得 者（ 買 主 ）が 、契 約 を 締 結 し た 日 か ら

起 算 し て ２ 週 間 以 内 （ 契 約 締 結 日 を 含 み ま す 。 ） に 、 土 地 の 所 在 す る 市

町 村 の 担 当 窓 口 に 届 け 出 な け れ ば な り ま せ ん 。  

    提 出 さ れ た 届 出 書 は ､市 町 村 か ら 県（ 県 民 生 活 課 ）へ 、市 町 村 長 の 意 見

を 付 し て 送 付 さ れ ま す 。  

  ○  市 町 村 の 担 当 窓 口  →  17頁 の 一 覧 表 を 参 照 し て く だ さ い 。  

・ 契約 に は 、予 約 を 含 み ま す 。  

・ 手 付 金 、 申 込 証 拠 金 そ の 他 名 目 の い か ん を 問 わ ず 、 当 事 者 を 拘 束 す る

金 銭 の 授 受 が あ れ ば 、 契 約 （ 予 約） と みな し ま す 。  

・売 買 承 諾 書 等 の 念 書的 な 文 書 の授 受 は ､手 付 金 等当 事 者 を 拘 束 す る 金 銭

の 授 受 が な い 限 り 、 契 約 （ 予 約 ）に 該 当し ま せ ん 。  

◎   何 を 届 け 出 る の か  

    土 地 売 買 等 届 出 書 に 、 土 地 の 所 在 、 面 積 、 取 引 価 格 、 利 用 目 的 な ど 届

出 事 項 を 記 入 し て ､添 付 図 書 と と も に 提 出 し て く だ さ い 。  

※ 提 出 部 数 に つ い て は 、事 前 に 各 市 町 村 の 担 当 課 へ 確 認 を お 願 い し ま す 。 

    ○   添 付 す る 図 書  

位  置  図    土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地形図  

周辺状況図  
  土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺５千分の１

以上の図面（地形図、住宅案内図等）  

平  面  図  
  土地の形状を明らかにした図面  
（縮尺５百分の１～２千分の１程度の平面図又は公図の写し）  

契約書の写  
  当該届出に係る土地売買等の契約書又はそれに代わる 

ものの写し  

    ○   届 出 書 の 書 き 方  →  届 出 様 式 の 注 釈 を 参 照 し て く だ さ い 。  

    ○   届 出 用 紙 は 、 県 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。   

  

◎ 届 出 事 務 の 流 れ  
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               ( 勧 告 に 従 っ た 場 合 )  

◎  利 用 目 的 の 審 査  

    届 出 を 受 け た 知 事 は ､土 地 の 利 用 目 的 に つ い て 審 査 を 行 い 、利 用 目 的 が

土 地 の 利 用 に 関 す る 計 画 に 適 合 し な い 場 合 、 土 地 利 用 審 査 会 の 意 見 を 聴

い て 、 ３ 週 間 （ 審 査 期 間 の 延 長 通 知 が あ っ た 場 合 に は 最 長 ６ 週 間 ） 以 内

に 、 利 用 目 的 の 変 更 を 勧 告 し 、 そ の 是 正 を 求 め る こ と が あ り ま す 。 こ の

勧 告 に 従 わ な い と き は 、 こ の こ と を 県 民 に 公 表 す る こ と が あ り ま す 。  

    ま た 、 土 地 の 利 用 目 的 に つ い て ､必 要 な 助 言 を す る こ と が あ り ま す 。  

 ・ 土 地 利 用 審 査 会  

   土 地 に つ い て 優 れた 知 識 と 経験 を 有し 、 公 正 な判 断 がで き る ７ 名の  

委 員 で 構 成 さ れ た 、 県 の 附 属 機 関で す 。  

契  約  

届  出  

市 町 村  

県  

適  正  

不 勧 告  

不 適 正  

助  言  勧  告  

公  表  

土

地

利

用

審

査

会  

利 用 目 的 の 審 査  

･･･ 土地の権利取得者  

･･･ 意見を付して送付  

（意見）  

（勧告に従わない場合）  

２週間以内  

必 要 な あ っ せ ん 等  
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 ○  土 地 の 利 用 に 関 す る 計 画  

    土 地 の 利 用 目 的 審 査 で は 、 土 地 利 用 基 本 計 画 と の 適 合 性 の ほ か 、 各 法

令 等 を 所 管 す る 部 局 の 意 見 を 聞 き 、 こ れ ら の 法 令 等 に よ る 土 地 利 用 計 画

に 適 合 し て い る か に つ い て 審 査 し ま す 。  

・都 市 計 画 法 、農 業 振 興 地 域 の 整備 に 関す る 法 律、森 林 法、自 然公 園 法 、

自 然環 境 保 全 法 等 に よる 諸 計 画 との 適 合性  

・ 法 律 に 基 づ く 手 続 き を 経 て 定 め ら れ た 道 路 、 鉄 軌 道 そ の 他 の 公 共 施 設

等 の 整 備 に 係 る 土 地 の区 域 と の 適合 性  

・ 自 然 保 全 、 災 害 防 止 等 の た め 法 令 に 基 づ き 指 定 等 が 行 わ れ た 土 地 の 区

域 と の 適 合 性  

・ 農 地 法 に よ る 農 地 転 用 許 可 に つ い て 第 一 種 農 地 、 第 二 種 農 地 そ の 他  

同 一 基 準 に 基 づ き そ の 処 理 が 行 わ れ る も の と さ れ て い る 土 地 で あ る   

こ と と の 適 合 性  

・  風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 に よ る 風 俗 関 連   

営 業の 禁 止 区 域と の 適合 性  

・  条 例に 基 づ く 土地 利 用規 制 が 行 われ て いる 土 地 の 区域 と の適 合 性  

・ その 他 の 土 地 利 用 に関 す る 計 画と の 適合 性  

・ 公 共 公 益 的 施 設 の 整 備 予 定 若 し く は 周 辺 の 自 然 環 境 の 保 全 上 、 適 正 で

あ る か  

 

◎  取 引 価 格 に つ い て  

    事 後 届 出 制 で は 、土 地 の 取 引 価 格 に つ い て 、指 導 ・ 勧 告 等 を 行 う こ と は

あ り ま せ ん 。  

 

◎  不 勧 告 通 知 書 の 発 行 に つ い て  

   審 査 の 結 果 、利 用 目 的 が 適 正 で あ る 場 合 、原 則 と し て 不 勧 告 通 知 書 は 発

行 さ れ ま せ ん 。  
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８  届出は契約の６週間前まで （ 事 前 届 出 制 ( 注 視 区 域 及 び 監 視 区 域 )）   

◎   事 前 届 出 制 と は  

    注 視 区 域 又 は 監 視 区 域 内 で 土 地 の 取 引 を し よ う と す る と き は 、 取 引 の

当 事 者 双 方 （ 買 主 ・ 売 主 ） が 、 契 約 （ 予 約 を 含 む ） の ６ 週 間 以 上 前 ま で

に 、そ の 土 地 の 所 在 す る 市 町 村 の 担 当 窓 口 に 届 け 出 な け れ ば な り ま せ ん 。 

◎   審 査 す る こ と が ら  

    届 出 を 受 け た 知 事 は 、 土 地 の 取 引 予 定 価 格 と 利 用 目 的 に つ い て 審 査 を

行 い 、 予 定 価 格 が 著 し く 適 性 を 欠 く 場 合 や 、 利 用 目 的 が 土 地 の 利 用 に 関

す る 計 画 に 適 合 し な い 場 合 、 ま た 監 視 区 域 内 の 土 地 取 引 に つ い て は 一 年

以 内 の 土 地 転 売 で 投 機 的 取 引 と 認 め ら れ る 場 合 な ど に は 、 取 引 の 中 止 又

は 変 更 を 勧 告 す る こ と が あ り ま す 。 な お 、 こ の 場 合 、 勧 告 に 先 立 ち 価 格

の 引 き 下 げ な ど を 指 導 す る こ と が あ り ま す 。  

    審 査 の 結 果 、 予 定 価 格 や 利 用 目 的 が 著 し く 適 正 を 欠 く も の で は な い と

認 め ら れ た 場 合 に は 、 届 出 か ら ６ 週 間 以 内 に 勧 告 を し な い 旨 を 文 書 に よ

り 通 知 （ 不 勧 告 通 知 ） し ま す 。 こ の 通 知 を 受 け 取 れ ば 、 契 約 が で き る こ

と と な り ま す 。  

◎   届 出 事 務 （ 事 前 届 出 制 ） フ ロ ー 図  

 

 

 

                         （勧告に従わない場 合 ）  

 

 

 

◎   取 引 予 定 価 格 の 審 査               ( 勧 告 に 従 っ た 場 合 )  

    地 価 公 示 の 公 示 価 格 や 地 価 調 査 の 標 準 価 格 な ど に 照 ら し て 、 取 引 予 定

価 格 が 著 し く 適 正 を 欠 く か ど う か を 審 査 し ま す 。  

    地 価 公 示 や 地 価 調 査 に つ い て は 、 15頁 を 参 照 し て く だ さ い 。  

 

 

届  
 
出  

市

町

村  

 
県  

審  
 
査  

適  正  契  約  

不適正  勧  告  公  表  

不勧告通知  

行政指導  変更届  

土地利用審査会  

（意見）   
必 要 な  

あ っ せ ん 等  
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     ９   事前確認制（ 注視区域及び 監 視区域）       

 

  事 前 確 認 制 と は 、 注 視 区 域 又 は 監 視 区 域 内 に お い て 、 届 出 を 要 す る 面 積

以 上 の 住 宅 地 等 を 分 譲 す る 場 合 に 、 分 譲 業 者 が 、 あ ら か じ め 分 譲 予 定 価 格

が 著 し く 適 正 を 欠 か な い こ と に つ い て 知 事 の 確 認 を 受 け 、 こ の 確 認 を 受 け

た 価 格 の 範 囲 内 で 分 譲 す る 場 合 に 限 っ て 、 個 々 の 分 譲 契 約 に つ い て の 届 出

義 務 が 免 除 さ れ る 制 度 で す 。  

◎   こ の 制 度 の 趣 旨  

    宅 地 分 譲 等 は 、 取 引 （ 契 約 ） の 形 態 が 定 型 化 ・ 類 型 化 し て い る ほ か 、

分 譲 価 格 も 分 譲 業 者 が 決 定 し う る 事 情 に あ る こ と な ど を 踏 ま え 、 分 譲 業

者 ・ 購 入 者 の 双 方 の 便 宜 を 考 慮 し て 設 け ら れ た も の で す 。  

◎   ど の よ う な 土 地 が 対 象 に な る の か  

①   造 成 さ れ た 宅 地 を 住 宅 施 設 用 地 に あ っ て は １ 区 画 50 0㎡ 以 下 の 区 画

（ 面 積 が 800㎡ 以 下 の 区 画 で あ っ て 、 の り 面 の 部 分 を 除 い た 面 積 が 500㎡

以 下 の も の を 含 む 。 ）  

②  医 療 施 設 、 購 買 施 設 そ の 他 の 居 住 者 の 共 同 の 福 祉 又 は 利 便 の た め 必

要 な 施 設 の 用 に 供 す る 土 地 に つ い て は 面 積 1,000㎡ 以 下 の 区 画  

③   建 物 の区 分 所 有 権 と 併 せ て、土 地 に関 す る 権 利 の 共 有 持 分 を 分 譲 す る

場 合 (マ ン シ ョ ン 分 譲 等 ) 

④   不 動 産 特 定 共 同 事 業 契 約 に 基 づ く 出 資 等 の 目 的 と な る 土 地 に 関 す る

権 利 の 移 転 、 又 は 設 定 が 行 わ れ 、 か つ 、 そ の 権 利 が 事 業 者 又 は 事 業 参

加 者 の 共 有 と な る も の で あ る 場 合  

◎   申 請 は 誰 が 、 い つ 、 ど こ へ  

    確 認 を 受 け る た め の 申 請 （ 確 認 申 請 ） は 、 分 譲 業 者 が 単 独 で 、 契 約 の

相 手 方 が 定 ま っ て い な い 段 階 で 、 そ の 分 譲 地 等 の 存 す る 市 町 村 の 担 当 窓

口 へ 行 い ま す ｡  

    た だ し 、 都 市 計 画 法 の 開 発 許 可 や 建 築 基 準 法 の 建 築 確 認 を す で に 受 け

て お り 、 か つ 、 完 成 後 の 宅 地 や 建 物 の 価 格 が 審 査 で き る 程 度 に 造 成 工 事

が 進 ん で い る （ 概 ね ８ ０ ％ 程 度 以 上 ） こ と が 必 要 で す 。  
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◎   審 査 す る こ と が ら  

    申 請 を 受 け た 知 事 は 、 分 譲 予 定 価 格 に つ い て 審 査 を 行 い 、 申 請 価 格 が

著 し く 適 性 を 欠 か な い 場 合 は 、 申 請 の 日 か ら ６ 週 間 （ 審 査 期 間 の 延 長 通

知 が あ っ た 場 合 に は 最 長 ９ 週 間 ）以 内 に 申 請 価 格 を 確 認 す る 旨 の 通 知（ 確

認 書 ） を 申 請 者 に 交 付 し ま す 。 こ の 通 知 を 受 け 取 れ ば 、 １ 年 の 間 申 請 価

格 の 範 囲 内 で 分 譲 契 約 を 結 ぶ こ と が で き ま す 。  

    し か し 、 申 請 価 格 が 著 し く 適 性 を 欠 く 場 合 に は 、 土 地 利 用 審 査 会 の 意

見 を 聴 い て 、 確 認 し な い 旨 の 通 知 （ 不 確 認 書 ） を 申 請 者 に 交 付 し ま す 。

な お 、 こ の 場 合 、 不 確 認 の 決 定 に 先 立 ち 価 格 の 引 き 下 げ を 指 導 す る こ と

が あ り ま す 。  

 

◎   確 認 申 請 事 務 フ ロ ー 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎   再 度 の 確 認 手 続 き  

    確 認 の 有 効 期 間 （ １ 年 間 ） を 経 過 し た 後 も 引 き 続 き 分 譲 す る と き や 、

有 効 期 間 内 で あ っ て も 土 地 等 の 形 状 に 変 更 が あ っ た と き （ 宅 地 分 譲 を 建

売 分 譲 に 変 更 し た と き な ど ）は 、再 度 、確 認 を 受 け な け れ ば い け ま せ ん 。  

    な お 、前 回 に 確 認 を 受 け た 価 格 を 超 え ず 、か つ 土 地 等 の 形 状 に 変 更  が

な い 場 合 に は 、 有 効 期 間 の 延 長 申 請 が で き ま す 。 こ の 場 合 に は 、 有 効 期

間 満 了 日 の ４ 週 間 前 ま で に 、 有 効 期 間 の 延 長 申 請 を し な け れ ば い け ま せ

ん 。  

 

申  
 
請  

市

町

村  

 
県  

審  
 
査  

適  正  分譲契約  

不適正  不確認  

確  認  

行政指導  変更申請  

土地利用審査会  

（意見） 
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        10  地価公示・地価調査とは          

 

国 や 県 で は 、 地 価 の 正 し い 水 準 や そ の 変 動 状 況 を 明 ら か に し 、 適 正 な 地

価 の 形 成 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と し て ､毎 年 、定 め ら れ た 地 点 に つ い て 価 格

の 調 査 を 行 い 、 そ の 結 果 を 一 般 に 公 表 し て い ま す 。  

地  価  公  示   地  価  調  査  

国 ( 土 地 鑑 定 委 員 会 )が 地 価 公 示 法

に 基 づ き 実 施  

調 査 主 体  県 が 国 土 利 用 計 画 法 施 行 令 に 基 づ き

実 施  

都 市 計 画 区 域  調 査 区 域  県 下 全 域 （ 1 5市 町 村 ）  

 

標 準 地 （ R 7 . 1調 査 ）  

 

線

引

き

都

市

計

画

区

域 

住 宅 地  1 4 8  

宅 地 見 込 地  2  

商 業 地  7 0  

工 業 地  8  

小 計  2 2 8  

そ の 他 の 都 市 計 画 区 域  0  

計  2 2 8  
 

県 内 の  

調   査  

地 点 数  

 

基 準 地 （ R 7 . 7調 査 ）  

 

線

引

き

都

市

計

画

区

域 

住 宅 地  1 4 5  

宅 地 見 込 地  3  

商 業 地  6 8  

工 業 地  5  

小 計  2 2 1  

そ の 他 の 都 市 計 画 区 域  0  

都 市 計 画 区 域 外  0  

林 地  5  

計  2 2 6  
 

公 示 価 格  価 格 名 称  標 準 価 格  

毎 年 １ 月 １ 日  基 準 日 毎 年 ７ 月 １ 日  

毎 年 ３ 月 下 旬  公 表 時 期  毎 年 ９ 月 下 旬  

○  標 準 地 ・ 基 準 地  
     あ る 一 定 の ひ ろ が り を も つ 地 域 の う ち で 、土 地 の 利 用 状 況 、環 境 、   

 面 積 、 形 状 等 が 標 準 的 な 土 地 が 選 ば れ て い ま す 。  
  ○  公 示 価 格 ・ 標 準 価 格  
     売 り 手 に も 買 い 手 に も か た よ ら な い 正 常 な 価 格 を あ ら わ し て い ま  

す 。  
  ○  価 格 な ど を 詳 し く 知 る に は  
     県 の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 し て い ま す 。  

 

◎   公 示 価 格 ・ 標 準 価 格 の 活 用  

  ・ 一 般 の 土 地 取 引 の 際 に 取 引 価 格 の 目 安 と な り ま す 。  

  ・ 国 土 利 用 計 画 法 に よ る 土 地 取 引 の 事 前 届 出 の 審 査 基 準 と し ま す 。  

・ 県 や 市 町 村 が 公 共 用 地 を 取 得 す る 際 の 基 準 と さ れ ま す 。  

・ 不 動 産 鑑 定 評 価 の 際 の 基 準 と な り ま す  

 



 - 16 -

       11 国土法の届出に係るＱ＆Ａ         

 

Ｑ   10人 の 土 地 所 有 者 か ら 、法 定 面 積 以 上 の ひ と ま と ま り の 土 地 を 購 入 し

ま し た が 、そ れ ぞ れ の 契 約 日 は 何 日 か 離 れ て い ま す 。こ の よ う な 時 、事

後 届 出 の 期 限 で あ る ２ 週 間 は 、 い つ か ら 数 え る の で す か 。  

 

Ａ   事 後 届 出 は 、 そ れ ぞ れ の 契 約 日 か ら ２ 週 間 以 内 に 提 出 す る 必 要 が あ

り ま す 。従 っ て 、こ の よ う な 場 合 、10人 目 の 契 約 が 終 わ っ て か ら ２ 週 間

後 に 全 て の 届 出 を す る と 、最 後 の 契 約 日 以 前 の 取 引 に つ い て は 、無 届 取

引 と な っ て し ま う の で 注 意 が 必 要 で す 。  

 

Ｑ  法 定 面 積 以 上 の 一 団 の 土 地 で 、賃 貸 借 契 約 を 結 び ま し た 。届 出 は 必 要

で す か 。  

 

Ａ   賃 貸 借 契 約 の 場 合 、賃 借 権 の 設 定 が 対 価 を 伴 う 契 約 に よ っ て 行 わ れ る

場 合 に 、届 出 が 必 要 で す 。こ の 時 、権 利 金 そ の 他 の 一 時 金 相 当 額 の 授 受

が あ る 場 合 に は 届 出 が 必 要 と な り ま す が 、敷 金 そ の 他 地 代 の 不 払 い の 場

合 の 担 保 と し て 支 払 わ れ る も の な ど に つ い て は 、そ れ が 著 し く 高 額 な 場

合 を 除 き 、 一 般 に 一 時 金 と し て は 取 り 扱 い ま せ ん 。  

 

Ｑ   事 後 届 出 を し よ う と 思 っ て い ま す が 、 取 引 価 格 が 高 い と 指 導 や 勧 告

を 受 け る の で す か 。  

 

Ａ   事 後 届 出 制 で は 、 取 引 価 格 に つ い て は 指 導 ・ 勧 告 は 行 わ れ ま せ ん 。

た だ し 、注 視 区 域 や 監 視 区 域 に お け る 事 前 届 出 に つ い て は 、取 引 予 定 価

格 が 著 し く 適 正 を 欠 く も の で あ れ ば 、指 導・勧 告 を す る こ と が あ り ま す 。 

 

Ｑ   法 定 面 積 以 上 の 一 団 の 分 譲 宅 地 を 販 売 し よ う と 思 っ て い ま す が 、事 前

に 確 認 を 受 け た り 、 事 後 に 届 出 を し た り す る 必 要 は あ り ま す か 。  

 

Ａ   事 後 届 出 制 で は 、事 前 確 認 の 対 象 と な る よ う な い わ ゆ る「 売 り の 一 団

（ → ５ 頁 参 照 ）」の 取 引 に つ い て は 、法 律 上 届 出 が 不 要 と な っ て い ま す

の で 、 事 前 確 認 は も と よ り 、 事 後 届 出 も 必 要 あ り ま せ ん （ 一 区 画 で 法

定 面 積 を 超 え る よ う な 土 地 を 分 譲 す る 時 は 、別 途 買 主 に 事 後 届 出 義 務 が

課 さ れ ま す ） 。  

    た だ し 、注 視 区 域 及 び 監 視 区 域 に 指 定 さ れ て い る 地 域 に お い て は 、事

前 届 出 制 が 適 用 さ れ ま す の で 、 事 前 確 認 制 も 適 用 さ れ ま す 。  
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          12  市町村別一覧表           

 

 

R７年４月現在 

市町村名 

担当窓口 区域指定 

担当課名 代表電話 

都市計画区域 
都市計画 

区 域 外 
市街化

区域 

その他の都 

市計画区域 

富 山 市 都 市 計 画 課 (076) 443-2105(直通) ○ ○ ○ 

高 岡 市 都 市 計 画 課 （0766）20－1404(直通) ○ ○ ○ 

魚 津 市 建 設 課 （0765）23－1089(直通)  ○ ○ 

氷 見 市 都市計画課 （0766）74－8078(直通)  ○  

滑 川 市 都 市 計 画 課 （076）475－1446(直通)  ○ ○ 

黒 部 市 都 市 計 画 課 （0765）54－2647(直通)  ○ ○ 

砺 波 市 企 画 政 策 課 （0763）33－1145（直通）  ○  

小矢部市 企 画 政 策 課 （0766）67－1760(内 255)  ○  

南 砺 市 政 策 推 進 課 （0763）23－2052(直通)  ○ ○ 

射 水 市 都 市 計 画 課 （0766）51－6680(直通) ○ ○ ○ 

舟 橋 村 住 民 生 活 課 （076）464－1121(内 22)  ○  

上 市 町 企 画 課 （076）472－2473(内 226)  ○ ○ 

立 山 町 総 務 課 （076）462－9967(直通)  ○ ○ 

入 善 町 秘 書 政 策 室 （0765）72－2871（直通）  ○ ○ 

朝 日 町 財 政 管 理 課 （0765）83－1100  ○ ○ 

 


